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事 務 連 絡 

令和４年６月９日  
 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

 

入国前手続き（「ファストトラック」・「Visit Japan Web サービス」）の更なる利

用の徹底について（依頼） 

 

 各専修学校及び各種学校におかれては、留学生受け入れ制度の適正な運用について、平

素から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 標記の入国前手続き（「ファストトラック」・「Visit Japan Web サービス」）について

は、令和４年５月 26 日付の事務連絡において利用の徹底について依頼するとともに、同日

のメールにおいて、（１）主務省庁からの利用状況に係る聴取、（２）母国出発１～３日前

のファストトラック及び Visit Japan Web サービスの利用状況の確認、（３）在留資格認

定証明書交付申請時の確認書類の提出について補足したところですが、この度、（３）につ

いて、出入国在留管理庁より詳細な連絡がありましたので、お知らせします。 

依然として入国前手続きの利用率が低いことから、空港における滞留の大きな原因にな

っていますので、入国前手続きの更なる利用の徹底のため、各法人におかれましては、留

学生の受入れに当たり、改めて前述の（１）～（３）の事項について対応の遵守・徹底を

お願いします。 

 

記 

 

○在留資格認定証明書交付申請時の確認書類の提出 

①受入責任者となる教育機関等は、入国者に対し、感染防止対策の徹底や待機施設の確保等

に加え、ファストトラック及び Visit Japan Web サービスの利用について、入国者に案内

することとされ、それらの誓約事項を遵守することを前提に入国・在留が認められている
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入国前手続き（「ファストトラック」・「Visit Japan Web サービス」）の利用の徹底について御依頼が

ありますので、お知らせいたします。引き続き留学生受け入れにあたっては制度の適正な運用を

お願いします。 
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ところです。 

このため、今後は、地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書の交付申請時又は査

証発給申請時のいずれかにおいて、本人及び受入責任者それぞれから別添１及び別添２の

確認書の提出が必要となりました。具体的には、留学生の新規入国において、以下（ア）

又は（イ）の時点で御提出ください。 

 

（ア）本件措置開始日以降の「留学」に係る在留資格認定証明書の交付申請時 

（イ）本件措置開始日以降の留学生に係る査証発給申請時（ただし、（ア）において提出済

みの場合には不要。） 

 

②さらに、前述の５月 26 日のメールにおける（１）のとおり、文部科学省において各受入

責任者の入国前手続きの利用状況を定期的に聴取し把握することとしていますが、当該利

用状況が思わしくない受入責任者に係る在留資格認定証明書交付申請時に、上記（ア）の

取扱いに加えて、別添３の説明書類の提出を求める場合があるとのことですので、あらか

じめ御承知おきください。 

 

③本措置については、令和４年６月 22 日から当面、実施されます。 

 
【参考】 

・出入国在留管理庁 HP（在留資格「技能実習１号」及び「留学」に係る在留資格認 
定証明書の交付申請時における当面の取扱い） 

https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html 
 
・厚生労働省 HP（水際対策に係る新たな措置） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 
 
・ファストトラックについて 

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/ 
 
・Visit Japan Web サービスについて 

https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web 
 

＜本件連絡先＞ 
文部科学省 総合教育政策局生涯学習推進課 
連絡先：０３－５２５３－４１１１（内線：２９３９） 



水際対策強化に係る新たな措置（２７）等での入国に係る 

ファストトラック及びＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂの利用に関する

入国者の確認について 
令和  年  月  日 

●●●●（入国者の氏名）

私（入国者）は、水際対策強化に係る新たな措置（２７）等に基づき、入国予定のとこ

ろ、以下について同意する。 

※以下の内容をよく確認の上、□部分に☑を記載すること。

□ 入国手続の円滑化のため、入国前に MySOS（入国者健康居所確認アプリ）をインス

トールし、ファストトラック（検査証明などの情報を入国前に MySOSに入力し、事前

に審査を終えておくことができるサービス）を利用すること 

□ 入国手続の円滑化のため、入国前に Visit Japan Webサービス（入国時に検疫・入

国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービス）を利用すること 

※上記のいずれかに☑を行うことができない場合は、その理由、事情等について以下か

ら選択し、□部分に☑を記載すること。

□ 本国においてスマートフォンやＷｅｂ環境がない。

□ 本国において利用しているスマートフォンやＷｅｂ環境の仕様により、アプリの

インストールや、Ｗｅｂサイトにアクセスすることができない。

□ ファストトラックやＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂサービスの利用可能空港（注）

以外からの入国を予定している。 

（注）利用可能空港は以下のＱＲコードからサービスの詳細を御確認ください。 

★ファストトラック及びＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂサービスの詳細は以下のＱＲコード

から御覧いただくことができます。★

（ 別 添 １ ） 

本人の確認書 

←ファストトラック 

について 

←ＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂ

について 



水際対策強化に係る新たな措置（２７）等での入国に係る 

ファストトラック及びＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂの利用に関する

受入責任者の確認について 
令和  年  月  日 

●●●●（受入責任者の名称）

私（受入責任者）は、水際対策強化に係る新たな措置（２７）等に基づき、技能実習生又

は留学生（氏名         、国籍       ）を、入国させる予定のところ、

以下について同意する。 

※以下の内容をよく確認の上、□部分に☑を記載すること。

□ 渡航者の入国手続の円滑化のため、入国前に MySOS（入国者健康居所確認アプリ）

をインストールさせ、ファストトラック（検査証明などの情報を入国前に MySOSに入

力し、事前に審査を終えておくことができるサービス）を利用させることにつき最大

限取り組むこと 

□ 渡航者の入国手続の円滑化のため、入国前に Visit Japan Web サービス（入国時に

検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行える ウェブサービス）を利用させるこ

とにつき最大限取り組むこと 

※上記のいずれかに☑を行うことができない場合は、その理由、事情等について以下か

ら選択し、□部分に☑を記載すること。

□ 本国においてスマートフォンやＷｅｂ環境がない。

□ 本国において利用しているスマートフォンやＷｅｂ環境の仕様により、アプリの

インストールや、Ｗｅｂサイトにアクセスすることができない。

□ ファストトラックやＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂサービスの利用可能空港（注）

以外からの入国を予定している。 

（注）利用可能空港は以下のＱＲコードからサービスの詳細を御確認ください。 

★ファストトラック及びＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂサービスの詳細は以下のＱＲコード

から御覧いただくことができます。★

（ 別 添 ２ ） 

受入責任者の確認書 

←ファストトラック   

  について 

←ＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂ

  について 



法務大臣 殿 

水際対策強化に係る新たな措置（２７）等での入国に係る 

ファストトラック及びＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂの利用状況について

令和  年  月  日 

●●●●（受入責任者の名称）

私（受入責任者）は、技能実習生又は留学生を、水際対策強化に係る新たな措置（２７）

等に基づき、入国させる予定のところ、以下のとおり説明する。 

①これまで入国させた技能実習生又は留学生に係るファストトラック等の具体的な周知状

況について

②今後、入国予定者に対して確実にファストトラック及びＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂを

利用させるための具体的な取組の詳細について

（ 別 添 ３ ） 

受入責任者の説明書 
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